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上
水
道
加
入
の
皆
さ
ん
へ

　

７
月
に
実
施
し
た
水
道
水
の
水

質
検
査
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り

で
す
。

問
地
域
整
備
課
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消
防
か
ら
の
お
知
ら
せ

救
命
講
習
を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か

　

突
然
の
事
故
や
病
気
の
と
き
、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
が
い
か

に
早
く
応
急
手
当
を
行
う
か
が
、

命
を
救
う
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

す
。

　

消
防
署
で
は
、
心
肺
蘇
生
法
や

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
い
方
な
ど
の
救
命
講

習
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

大
切
な
人
や
家
族
の
命
を
守
る

た
め
、
救
命
講
習
を
受
講
し
て
知

識
と
技
術
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ

う
。

　

開
催
日
時
に
つ
い
て
は
、
郡
山

広
域
消
防
組
合
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

を
ご
覧
に
な
る
か
、
消
防
署
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
受
講
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

問
田
村
消
防
署
救
急
係
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問
町
民
生
活
課
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秋
の
全
国
交
通
安
全

 

運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す

「
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
」

　

平
成
25
年
秋
の
全
国
交
通
安
全
運

動
が
９
月
21
日
か
ら
30
日
ま
で
の
10

日
間
の
日
程
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

少
子
化
が
進
む
中
、
次
代
を
担

う
子
ど
も
の
か
け
が
え
の
な
い
命

を
社
会
全
体
で
守
る
こ
と
は
重
要

で
す
。
し
か
し
、
通
学
中
の
児
童

が
死
傷
す
る
事
故
が
発
生
す
る
な

ど
、
依
然
と
し
て
道
路
に
お
い
て

子
ど
も
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
高
齢
者
の
交
通
事
故

死
者
数
が
全
体
の
約
半
数
を
占

め
、
そ
の
減
少
が
強
く
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
情
勢
を
踏
ま
え
、
秋

の
全
国
交
通
安
全
運
動
で
は
、
交

通
安
全
思
想
の
普
及
・
浸
透
を
図

り
、
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
正
し
い

交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け
、

交
通
事
故
防
止
の
徹
底
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
と
高
齢
者
を
守
る
た
め
、

交
通
安
全
に
ご
協
力
願
い
ま
す
。

問
町
民
生
活
課
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―
行
政
相
談
週
間
―

 

行
政
相
談
委
員
に
よ
る  

相
談
所
開
設

　

10
月
21
日
㊊
か
ら
27
日
㊐
ま
で

の
１
週
間
は「
行
政
相
談
週
間
」で

す
。

　

行
政
相
談
は
、
役
所（
国
、
県

お
よ
び
市
町
村
）や
特
殊
法
人
等

の
仕
事
に
関
し
て
、
苦
情
や
困
っ

て
い
る
こ
と
、
心
配
な
こ
と
、
分

か
ら
な
い
こ
と
、
要
望
し
た
い
こ

と
な
ど
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
、

そ
の
解
決
を
お
手
伝
い
す
る
も
の

で
す
。　
　
　

　

行
政
相
談
委
員
は
、
い
つ
で
も

自
宅
で
相
談
に
応
じ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
次
に
よ
り
行
政
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機

会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
行
政
相
談
会
】

■
日
時

　

10
月
24
日
㊍

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

■
場
所

　

役
場
第
３
会
議
室

■
行
政
相
談
員

　

過
足
義
夫
さ
ん（
浮
金
字
宇
東

　

50
番
地　
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試験項目 水質基準 試験結果

一般細菌 100CFU/ml以下 0　CFU/ml

大腸菌 検出されないこと 検出せず

塩化物イオン 200mg/l以下 10.7　mg/l

有機物（TOC） 3mg/l以下 0.9　mg/l

PH値 5.8～8.6 7.2

味 異常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと  異常なし

色度 5度以下 <   　1  度

濁度 2度以下 <　0.1  度

法務局からのお知らせ
登記相談にはフリーダイヤルをご利用ください

0120-227-746
　法務局では、被災された皆さんから、不動産や会社など
の登記に関する相談をお受けするフリーダイヤルを設置し
ています。
　お気軽にご相談ください。

○相続に関する登記手続きは、どうすればいいの？
○被災建物の代替建物を取得した際の登記は、どう
　なるの？
○会社役員変更の登記手続きはどうすればいいの？
○土地や建物の権利証を紛失してしまったけど？
○会社の印鑑や印鑑カードを紛失した場合は？

問福島地方法務局総務課　
☎０２４-５３４-１９４１
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